
相談内容と対応　　●開設時間 相談方法 対応実績

24時間電話相談
幼児・児童・生徒のいじめや不登校をはじめとする悩みや，子どもの教育に関する悩み等につい
て、相談員が電話で対応。
●開設時間･･･毎日　０:００～２４:００

電話による相談
【２６年度の相談件数】
　８１０件　　うち　いじめ４５件（５．６％）
　　※うち子どもからの相談　２１１件（２６．０％）

来所による相談
幼児・児童・生徒のいじめや不登校をはじめとする悩みや，子どもの教育に関する悩み等につい
て、相談員が面談で対応。
●開設時間･･･月～金（祝日年末年始除く）　９：00～17:00

予約をしたうえで、来所による
相談

【２６年度の相談件数】
　１，８８６件 　うち　いじめ５件（０．３％）

Ｅメールによる相談
幼児・児童・生徒のいじめや不登校をはじめとする悩みや，子どもの教育に関する悩み等につい
て、相談員がメールで対応。
●開設時間･･･＜受信＞　0:00～24:00　　＜返信＞　月～金の９：00～17：00

メールに相談事項を記入し送信
後日、相談員が返信

【２６年度の相談件数】
　３１８件　　うち　いじめ３件（１．０％）
　　※子どもからの相談　３１３件（９８．４％）

児童・生徒の家庭環境の問題や、発達上の課題、心身の健康の問題等、児童生徒に関する課
題について相談対応。
●対応時間･･･勤務時間のみ　（緊急対応を除き、勤務時間以外は対応不可）

学校の教員を通して相談、また
は来校時に直接スクールカウン
セラーに予約をして相談

【２６年度の相談件数】
　４３，５１６件　　うち　いじめ２７５件（０．６％）

27年度は、小・中・高・特293校に65名（実人数）を配置

児童・生徒の家庭環境の問題や、発達上の課題、心身の健康の問題等、児童生徒に関する課
題について相談対応し、課題やニーズに応じた専門機関につなげる。
●対応時間･･･勤務時間のみ　　（勤務時間以外は対応不可）

学校の教員を通して相談、また
は来校時に直接スクールソー
シャルワーカーに予約をして相
談

【２６年度の支援件数】
　１，７０３件

27年度は、27市町村及び県立9校に配置

高知県地域福祉
部

養護相談（児童虐待相談を含む）・保健相談・障害相談・非行相談・育成相談等について、児童
福祉司や児童心理司などが相談対応。
●開設時間･･･月～金（祝日年末年始除く）　　8:30～17:15

電話及び来所による相談
【２６年度児童相談件数（速報値）】
　２，８４５件
　　うち　非行相談１６７件

少年サポートセン
ター

ヤングテレホン
非行や青少年の問題行動、いじめ、青少年の悩み等に関する内容について、職員が対応を行
い、内容に応じて、来所につなげたり、学校や児童相談所等と連携して支援を行う。
●開設時間･･･月～金（祝日及び年末年始を除く。）8:30～17:15

電話による相談
内容に応じて来所相談も可

【２６年度相談件数】
　４２件
　　うち、いじめ　９件（21.4％）

インターネット上のトラブル、コンピュータを悪用した被害や迷惑について、職員が対応。
●開設時間･･･月～金（祝日及び年末年始を除く。）8:30～17:15

電話による相談
【２６年中のサイバー犯罪等に関する相談件数※】
　１，３６９件
※　県警察全体での相談受理件数

電話による相談

来所による相談

子どもの人権問題の解消を図るため、全国の全ての小・中学生に返信用封筒と便箋が一体に
なったものを配布し、その内容を秘匿として相談を受ける。

手紙による相談
【２６年度の相談件数】
　１６７件　うち　いじめ７７件（４６．１％）

高知弁護士会
いじめ・虐待等の子どもの問題や、離婚等の親の問題等、子どもを取り巻くあらゆるトラブルにつ
いて、弁護士が相談対応。
●開設時間･･･平日　9:00～17:00（12：00～13：00を除く）

電話による相談
内容に応じて来所相談も可

相談窓口名称等

高知県警察本部

県内の主な相談機関一覧

【２６年の相談件数】
　４，７３４件　　うち　いじめ９７件（２．０％）

高知地方法務局

いじめ・体罰・児童虐待などの子どもの人権に関する内容について、職員等が相談対応。
●開設時間･･･月～金（祝日年末年始除く）　8:30～17:15

心の教育センター

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

高知県教育委員
会

中央（幡多）児童相談所

子どもの人権110番

来所による相談

子どもの人権ＳＯＳミニレター

サイバー犯罪相談窓口

警察総合相談（警察に対して指導、助言、相手方への警告、検挙等何らかの権限行使その他の
措置を求めるものをいう。）に対し、職員が対応。
●開設時間･･･毎日0:00～24:00（夜間、土曜日・日曜日・祝日は当直員が対応）

【２６年中の相談件数】
　１６，１８１件
　　うち　少年相談　１，２４０件
　　　　　　　　　（少年自身１５９件、保護者等１，０８１件）
　　　　　うちいじめ　４２件

警察総合相談室
（県民支援相談課）

各警察署

子どもの権利１１０番

電話又は来所による相談
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